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( 5 7 )【特許請求の範囲】
【請求項１】
漏電遮断スイッチ及びテストボタンが配される漏電検出部と、端子部とが一体に構成され
ている漏電遮断器において、
前記端子部には、端子カバー固定用ボスが一体形成された端子カバーが装着されており、
前記漏電検出部に配設されたテストボタンに指や物品が接触することを防止するテストボ
タンカバーが、前記漏電検出部と前記端子カバーとの間で挟持されることで、ねじ無しで
前記漏電検出部に固定されることを特徴とする漏電遮断器。
【請求項２】
前記テストボタンカバーは、前記テストボタンに相対する位置に、専用の工具で前記テス
トボタンを動作させることを可能とする小径で、かつ、貫通したテストボタン押下げ用穴
を有することを特徴とする請求項１に記載の漏電遮断器。
【請求項３】
前記テストボタンカバーは、透明な材質で構成されていることを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の漏電遮断器。
【請求項４】
前記専用の工具は、先端径２～４ｍｍの棒状のものであり、前記貫通したテストボタン押
下げ用穴は、前記専用の工具を挿入できる２．５～４．５ｍｍ径であることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の漏電遮断器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配電盤等に配置される漏電遮断器のテストボタン誤操作防止カバーおよびそ
れを用いた漏電遮断器に関する。詳細には、漏電遮断器に配設されているテストボタンを
人が誤って動作させることを防止する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、配電盤には図５に示すように、Ａ：警報等のような一時的にでも切断すること
ができない電源、無印：年１回の漏電テストを行うことが義務付けられている一般的な電
源、さらには、Ｂ：定電圧定周波数装置電源（ constant voltage constant frequency、
以下、ＣＶＣＦ電源と称す。）の３種類が配設されている。
【０００３】
　この配電盤は、配電盤自身のコンパクト化、さらには、３種類の電源の配線の関連性を
明確にするために、３種類の電源を混在させ、電源の種類ではなく配線系統の関連性を重
視した配置となっているのが一般的であった。
【０００４】
　このため、年１回の漏電テストを行うことが義務付けられている一般的な電源の漏電遮
断器の漏電テストを行うに際しては、警報等のように一時的にでも切断することができな
い電源、あるいは、ＣＶＣＦ電源の漏電遮断器を誤操作（漏電テストボタンを誤って操作
する）で切断しないような工夫が必要であった。従来は、漏電遮断器全体あるいは一部を
アクリル製のカバーで覆う等の方法（特許文献１）や表示ラベルで注意を促す表示のみで
あった。また、配電盤内の漏電遮断器の配置が密集している場合には、アクリル製のカバ
ーが取付できない現象も発生していた。
【０００５】
　しかしながら、これらのいずれの方法でも、完全に人の誤操作を防止する、あるいは誤
操作ができない構造（専用の工具等を利用しないとテストボタンを操作できない構造）と
なっていなかった為、万一、警報等のように一時的にでも切断することができない電源に
係る漏電遮断器のテストボタンを誤って誤操作することも生じ、その際のシステム全体に
与える影響が大きく、その後の復旧対応が非常に困難なものとなっていた。
【０００６】
　一方、家庭内に配設されているもの、産業界に利用されている漏電遮断器を見ると、図
６ａ）ｂ）に示すように、テストボタンを操作しやすいように、漏電遮断器からテストボ
タンが飛び出すような配置となっており、誤操作による電源切断を防止する構　造とはな
っていなかった。（非特許文献１、２）
　ここで、本発明に関連性ある端子カバーについて、図７を基に説明する。図 7に３極用
漏電遮断器の端子カバーの概要を示す。端子カバーを漏電遮断器の表面側から挿入し、端
子カバー固定用ボス（２個）によって、図６ｂ）に示す端子部の端子カバー嵌合穴に嵌合
装着し、端子部を覆い電気的に保護する構造である。この端子カバーは、材質も半透明な
材料で作製されており、覆った端子部を外部から目で確認することができるように端子部
確認孔が配置されている。この端子部確認孔は、端子の数に合わせて端子の真上の位置に
３個配設されている。また、端子カバー固定用ボス、端子カバー嵌合穴のいずれもが２個
配設されている。
一方、図示しないが、２極用漏電遮断器では、端子部確認孔は２個、端子カバー固定用ボ
ス、端子カバー嵌合穴のいずれもが１個配設されている。
【特許文献１】特開２０１３－０９３２７５号公報
【非特許文献１】三菱電機（株）　ＦＡトップ＞ 製品情報＞ 低圧配電制御機器＞ 低圧
遮断器＞ 製品一覧「漏電遮断器」カタログ
【非特許文献２】パナソニック（株）社カタログ　ＢＪＷ３４０３ パナソニック 漏電ブ
レーカーＢＪＷ型（５０ＡＦ　３Ｐ３Ｅ　３０ｍＡ　４０Ａ）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、従来技術で記載した問題点に鑑み、漏電遮断器に配設されているテストボタ
ンを人が誤って動作させることを防止する漏電遮断器のテストボタン誤操作防止カバーお
よびそれを用いた漏電遮断器を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の発明は、漏電遮断スイッチ及びテストボタンが配される漏電検出部と、
端子部とが一体に構成されている漏電遮断器において、前記端子部には、端子カバー固定
用ボスが一体形成された端子カバーが装着されており、前記漏電検出部に配設されたテス
トボタンに指や物品が接触することを防止するテストボタンカバーが、前記漏電検出部と
前記端子カバーとの間で挟持されることで、ねじ無しで前記漏電検出部に固定されること
を特徴とする。
【０００９】
　本発明の第２の発明は、前記テストボタンカバーは、前記テストボタンに相対する位置
に、専用の工具で前記テストボタンを動作させることを可能とする小径で、かつ、貫通し
たテストボタン押下げ用穴を有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第３の発明は、前記テストボタンカバーは、透明な材質で構成されていること
を特徴とする。
【００１１】
　本発明の第４の発明は、前記専用の工具は、先端径２～４ｍｍの棒状のものであり、前
記貫通したテストボタン押下げ用穴は、前記専用の工具を挿入できる２．５～４．５ｍｍ
径であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、
　まず、テストボタンカバーを漏電遮断器の漏電検出部に配設することによって、不用意
に他の漏電遮断器のテストボタンに触れ、誤動作を起こすことを防止できる。
【００１７】
　また、テストボタンカバーの、漏電遮断器の漏電検出部のテストボタンと相対する位置
に、貫通したテストボタン押下げ用穴を配置することによって、テストボタンカバーを取
外すことなく、年１回の漏電テストを行うことが義務付けられている一般的な電源につい
ての漏電テストを実施することができる。
【００１８】
　また、テストボタンカバーに配設されたテストボタン押下げ用穴を２．５～４．５ｍｍ
径とすることにより、専用の工具を挿入しての漏電テストに限定することができ、不用意
に接触しての誤漏電テストを防止することができる。
【００１９】
　また、テストボタンカバーを漏電遮断器の漏電遮断部と端子カバーとを利用して挟持す
る、あるいは、漏電遮断器の漏電遮断部にネジによって固定することにより、漏電遮断器
の個々にテストボタンカバーを容易に配設することができる。
【００２０】
　また、漏電遮断器個々にテストボタンカバーを配設することにより、複雑に入り組んだ
状態で漏電遮断器が配設された配電盤内にあっても、容易に配置が可能となる。
【００２１】
　さらに、テストボタンカバーは透明な平板で構成されているため、漏電遮断器の形状の
大小の差はあっても、取付、取外しが容易であり、汎用性が高い
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】本発明のテストボタンカバーと漏電遮断器を組合わせた一実施例を示す図である
。
【図２】本発明のテストボタンカバーの構造を示す一実施例である。
【図３】本発明に使用する専用の工具の一実施例を示す図である。
【図４】本発明のテストボタンカバーと漏電遮断器を組合わせた他の一実施例を示す図で
ある。
【図５】従来技術での漏電遮断器を配置した配電盤の例を示す図である。
【図６】従来技術の漏電遮断器の構造を示す図である。
【図７】従来技術の漏電遮断器の端子カバー（上、下）構造の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、漏電遮断器に配設されたテストボタンに指や物品が接触することを防止する
テストボタンカバーであって、該テストボタンカバーには、漏電遮断器のテストボタンに
相対する位置に、先端径２～４ｍｍの棒状の専用の工具でテストボタンを動作させること
を可能とする２．５～４．５ｍｍの小径の貫通したテストボタン押下げ用穴を有するテス
トボタンカバーである。
【００２４】
　また、前記テストボタンカバーが、透明な材質で構成されているテストボタンカバーで
ある。透明な材質は、アクリル等の透明なプラスチック製が望ましい。
【００２５】
　また、テストボタンカバーが、漏電遮断器の漏電検出部と端子カバーとの間に挟持する
構造であり、ねじ無しで前記漏電検出部に固定できる構造、あるいは、前記漏電遮断器の
漏電検出部のテストボタンに相対する位置の端子カバーに、ネジによって固定する構造で
ある。
ここで、上端子カバー、下端子カバーのいずれも、端子カバーを漏電遮断器へ取付ける位
置によって名称を変更しているが、本発明は、上端子カバー、下端子カバーのいずれにも
利用できるものである。
【実施例】
【００２６】
〔実施例１〕
　本発明の実施例１として、図１を基に説明する。
【００２７】
　漏電遮断器１は、漏電遮断スイッチ５を組込んだ漏電検出部３と上端子部２と下端子部
４とが一体に構成されている。
上端子部２の表面側には、上端子カバー６を、該上端子カバーの裏面に一体形成された上
端子カバー固定用ボス６aによって装着している。同様に、下端子カバー 7を下端子カバー
7の裏面に一体形成された下端子カバー固定用ボス７aによって装着している。
漏電遮断部３の表面側には、漏電遮断スイッチ５と、テストボタン８が配置されている。
【００２８】
　テストボタンカバー９は、図２ａ）ｂ）を示すように、下端子カバー７と組合わせたと
きに、下端子カバー固定用ボス７ａとの組合わせのための位置合わせを行う位置決め用切
欠き９ｂを持ち、かつ、漏電遮断部３の表面側に設置されているテストボタン８に正対す
る位置にテストボタンカバー９を貫通したテストボタン押下げ用穴９ａを備えている。こ
のテストボタン押下げ用穴９ａは、相対するテストボタン８を動作させるための専用の工
具を挿入させるための貫通穴である。ここで、専用の工具は、先端径２～４ｍｍの棒状の
ものであり、一般的な物品あるいは手で触れた程度では専用の工具と同じような働きをし
ないように構成している。
【００２９】
　テストボタンは、漏電遮断器により若干異なることはあるが、ほぼｄ２＝７ｍｍ径の大
きさである。この７ｍｍ径のテストボタンを動作させるためには、テストボタン押下げ用
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穴９ａは、専用の工具の先端径２～４ｍｍの棒状のものよりも若干大きめの２．５～４．
５ｍｍ径であることが望ましい。
また、テストボタン押下げ用穴９ａの深さｔ、いわゆる、テストボタン押下げ用穴９ａが
配置された部分のテストボタンカバー９の板厚ｔは、鋭角物品の角が当たっても専用の工
具と同じような働きをしないように、ｄ１≦ｔ≦２×ｄ１の寸法が望ましい。
ただ、テストボタンカバー９の板厚ｔの最大値（２×ｄ１）については、該板厚の影響で
下端子カバー固定用ボスと図７の端子カバー嵌合穴との嵌合部の長さが不十分とならない
ように適宜設定することが必要である。
【００３０】
　テストボタンカバー９の材質は、本実施例ではアクリル樹脂を使用したが、使用環境と
なる分電盤あるいは配電盤の温度が４０～７０℃となることが一般的であることから、こ
の使用環境の温度に耐えることができ、かつ、テストボタンカバー９内の状況を外部から
確認できるように透明であることが必要である。
【００３１】
　これらの要素を考慮すると、メタクリル樹脂（アクリル樹脂）、ＡＳ樹脂（アクリロニ
トリルスチレン）、ポリカーボネート、さらには、長期間の使用後に若干の不透明さが出
てくるという不利な点はあるがＡＢＳ樹脂が適している。価格、入手しやすさ等を考慮す
るとメタクリル樹脂（アクリル樹脂）が好適である。
【００３２】
　つぎに、専用の工具について、図３により説明する。
図３ａ）は、先端形状を平坦とした丸型の専用の工具の概念図である。この外径をｄ１＝
２～４ｍｍとする。また、外径ｄ１部分の長さは、外径の１倍から２倍以上の適宜な値に
設定する。
図３ｂ）は、先端形状を平坦とした丸型の専用の工具ではなく、精密ドライバーの＋ドラ
イバーを専用の工具とした例を示すものである。この外径をｄ１＝２～４ｍｍの値のもの
を適宜選択する。また、外径ｄ１部分の長さについては、標準の精密ドライバーを使用す
ることで、外径の１倍から２倍以上の適宜な値を自動的に選択することができる。
これらの専用の工具を使用することによって、漏電テストを行う作業者に対して、今から
漏電テストを実施するという意識付けができ、漏電テストの確実性を向上させることがで
きる。
【００３３】
　以上の構成とすることによって、テストボタンカバー９の配置は、漏電遮断器１の外形
寸法からはみ出すことなく設置されているため、従来と同一の分電盤あるいは配電盤を採
用することができる。また、現在設置され、使用されている分電盤あるいは配電盤内の漏
電遮断器１であっても、本発明を採用することができる。
〔実施例２〕
　本発明の実施例２として、実施例１のテストボタンカバー９の配置を変更した他の実施
形態を図４により説明する。なお、実施例１と共通する部分の説明は割愛する。
【００３４】
　実施例２のテストボタンカバー９の取付方法は、実施例１の漏電遮断器１の下端子部４
と下端子カバー７との間に挟持する方法ではなく、下端子カバー７にテストボタンカバー
取付用穴１０ａを設け、このテストボタンカバー取付用穴１０ａを使用して図７に示す端
子カバーの端子部確認窓にテストボタンカバー連結用ボルト１０によって締結し、テスト
ボタンカバー９を固定する構造であり、実施例１との相違点は、テストボタンカバー９の
固定方法の変更に関するものであり、テストボタンカバー９の材質、板厚、専用の工具等
に関しては実施例１と同様である。ここで、端子部確認窓には、テストボタンカバー連結
用ボルトに合ったタッピングを事前に行っておくものである。
【００３５】
　この方法によっても、実施例１と同様に、テストボタンカバー９の配置は、漏電遮断器
１の外形寸法からはみ出すことなく設置されているため、従来と同一の分電盤あるいは配
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電盤を採用することができる。また、現在設置され、使用されている分電盤あるいは配電
盤内の漏電遮断器１であっても、本発明を採用することができる。
【００３６】
　さらに、実施例１、実施例２とも、テストボタンの周囲はテストボタンカバーのテスト
ボタン押下げ用穴のみが外部に解放された構造（テストボタンをテストボタンカバーで完
全に覆い、テストボタン押下げ用穴のみが解放され、そのテストボタン押下げ用穴を使っ
て、かつ、専用の工具でないと漏電テストができない構造）となるため、漏電テストは、
専用の工具によるテストボタン操作のみに制限される。これによって、いわゆる完全にイ
ンターロックをかけたテストボタンカバーを提供することができ、不用意に接触しての誤
漏電テストを完全に防止することができる。
【符号の説明】
【００３７】
１…漏電遮断器
２…上端子部
３…漏電検出部
４…下端子部
５…漏電遮断スイッチ
６…上端子カバー（端子カバー）
６ａ…上端子カバー固定用ボス
７…下端子カバー（端子カバー）
７ａ…下端子カバー固定用ボス
８…テストボタン
９…テストボタンカバー
９ａ…テストボタン押下げ用穴
９ｂ…位置決め用切欠き
１０…テストボタンカバー連結用ボルト
１０ａ…テストボタンカバー取付用穴
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